
マージン率に含まれるもの

・事業主負担分の社会保険料、労働保険料

・スタッフの有給休暇等に係る費用

・スタッフの通勤手当（交通費）

・営業所等賃借料

・教育訓練費用

・健康診断費用

・営業担当者、事務担当者等の人件費

・求人広告費

8．労使協定の対象となる派遣労働者の範囲

９.キャリアアップに資する教育訓練

所在地 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-164　イワセビル2F

労働者派遣事業に関する情報提供

対象期間

2021.9.1～2022.8.31

事業所名 株式会社日本ノベルティースタッフ　大宮営業所

１．派遣労働者の数（2023.6.1付） 116 人

２．派遣先事業所数 36 件

３．派遣料金の額の平均（1日（8時間当たり）の額） 14,945 円

４．派遣労働者の賃金の額の平均（1日（8時間当たり）の額） 10,138 円

５．マージン率　（　（3-4）÷3　） 32.16 ％

労働者派遣法第30条の4第1項の規定による労使協定について

６．労使協定の締結の有無 締結している

７．当該協定の有効期間 2024.3.31まで

派遣先が派遣先均衡均等方式での派遣契約を希望し、労使協定を適用することにより雇用の継続が困難で

あると判断した派遣先で就業する派遣労働者以外の派遣労働者

教育訓練 対象者 実施時期 訓練費負担 賃金支給

一般事務、経理事務中級訓練 派遣中の労働者 1～2年目 無 有

一般事務、経理事務初級訓練 派遣中の労働者 1年目 無 有

製造、倉庫、包装業務初級訓練 派遣中の労働者 1年目 無 有

一般事務、経理事務上級訓練 派遣中の労働者 2～3年目 無 有

10.雇用安定措置を講じた人数（2021.9.1～2022.8.31） 17 人

製造、倉庫、包装業務中級訓練 派遣中の労働者 1～2年目 無 有

製造、倉庫、包装業務上級訓練 派遣中の労働者 2～3年目 無 有

リーダー候補者研修 リーダー候補者 候補者認定時 無 有


